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令和４年第７回 朝倉市農業委員会 会議録 

 
１． 令和４年７月１１日、１５時００分に朝倉地域生涯学習センター会議室において、第７回農業 

委員会を招集した。 

 

 

２．出席委員 

 【農業委員１９名】 

    １番 德田 純子       ２番 森部 清治       ３番 井上 ながえ 

    ４番 末石  誠       ５番 武井 正道       ６番 小島 與志博 

    ７番 椿  賢二       ８番 吉松  繁       ９番 窪山  登 

１０番 長野 克已      １１番 鳥巢 良彦      １２番 田中 睦美 

１３番 中嶋 文和      １４番 坂田  稔      １５番 永井 健一 

１６番 畑  和德      １７番 手嶋 和彦      １８番 林  新吾 

１９番 樋口 博幸 

 

 【農地利用最適化推進委員１６名】 

２０番 井手 信一      ２１番 内田 光德（欠席）  ２２番 永露  茂 

２３番 篠原 新二       ２４番 櫻木 朝喜      ２５番 和佐野 やゑみ 

２６番 井手 峯勝      ２７番 日野 裕子      ２８番 手嶋 富與 

２９番 水城 正則（欠席）  ３０番 星野 隆治      ３１番 満生 直樹 

３２番 大隅 高博      ３３番 栁  幹弘      ３４番 平田 美津子 

３５番 髙良  悟      ３６番 重光 清士      ３７番 上野 智実（欠席） 

３８番 鬼塚 清明  

（※２６番・２９番・３１番・３７番は、代表推進委員。） 

 

 

３．付議事項 

 

  ・報告第 １号  農地法第１８条の規定による合意解約通知について 

  ・報告第 ２号  農地改良届出について 

  ・議案第  １号  農用地利用集積計画（利用権の設定）について 

  ・議案第  ２号  農地移動適正化あっせん申し出（売渡）について 

  ・議案第  ３号  農地法第３条の規定による許可申請について 

  ・議案第 ４号  農地法第４条の規定による許可申請について 

  ・議案第 ５号  農地法第５条の規定による許可申請について 

  ・議案第  ６号  農用地利用集積計画（特例事業関係）について 

・議案第  ７号  非農地判断について 

  ・議案第 ８号  農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更に関する意見について 
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４．本会議の議長          朝倉市農業委員会会長     樋 口 博 幸 

 

 

５．本会議の書記          朝倉市農業委員会事務局    松 尾 康 年 

 

 

６．本会議に出席した事務局職員 

            事務局長  松 田 勝 久 

係  長  松 尾 康 年 

                           事務吏員  渡 辺   晃 

                           事務吏員  川 波 貴 敬 

                           事務吏員  岩 切 範 宏 

 

 

７．本会議に出席した他課の職員 

農業振興課 農地管理係 柴 山 利 夫 

                                 久保山 充 晃 

 

（  開会  １５：００  ） 

 

 

８．議  事 

 

議 長  ただ今より、令和４年第７回朝倉市農業委員会定例総会を開会します。 

それでは、これより議案等の審議に入ります。ただ今の出席委員数は農業委員１９名、農地 

利用最適化推進委員（以下、「推進委員」という。）１６名であります。 

会議規則第６条に基づき、委員定数の過半数に達しておりますので、会議は成立します。 

     議事録署名人に６番小島委員、８番吉松委員を指名いたします。よろしくお願いします。 

     それでは、１ページをお開きください。報告第１号「農地法第１８条の規定による合意解約

通知について」事務局の説明を求めます。 

事務局挙手 

議 長  事務局。 

事務局  （川波）議案朗読をもって説明 

３ページまで１５件ございます。以上、報告いたします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。報告番号１番から１５番までを一括とし、質問や意見のある 

方は挙手にて発言をお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、以上で報告第１号を終わります。 

４ページをお開きください。次に、報告第２号「農地改良届出について」事務局の説明を 

求めます。 

事務局挙手 

議 長  事務局。 

事務局  （渡辺）議案朗読をもって説明。２件ございます。以上報告いたします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。 

それでは、報告番号 1番について担当委員の説明を求めます。１４番坂田委員。 
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     １４番挙手 

議 長  １４番坂田委員。 

１４番  （坂田委員）報告番号１番について、説明いたします。届出人の住所・氏名、届出物件につ 

いては、議案書記載のとおりです。申請土地は隣接農地より低く雨水が溜まり耕作できない 

ため地上げを行うものです。なお、土砂５４０㎥を使用し、６０ｃｍの地上げを行うもので 

す。施工期間は６月４日から９月３日まで、作付け予定作物は牧草・大豆です。排水につい 

ては地下浸透と自然流下及び既設水路への放流です。水利関係は地元の承諾を得てあります。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  報告番号１番について、質問や意見はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、以上で報告番号１番を終わります。 

次に、報告番号２番について担当委員の説明を求めます。９窪山委員。 

     ９番挙手 

議 長  ９番窪山委員。 

９番  （窪山委員）報告番号２番について、説明いたします。届出人の住所・氏名、届出物件に 

     ついては、議案書記載のとおりです。申請土地は、雨水が溜まり耕作できないため地上げを 

行うものです。なお、土砂２６４㎥を使用し、４０ｃｍの地上げを行うものです。施工期間 

は６月８日から９月７日まで、作付け予定作物はレンゲです。排水については地下浸透と自 

然流下。水利関係は地元の承諾を得てあります。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  報告番号２番について、質問や意見はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、以上で報告番号２番を終わります。 

５ページをお開きください。次に、議案第１号「農用地利用集積計画（利用権の設定）に 

ついて」を議題とし、事務局の説明を求めます。 

事務局挙手 

議 長  事務局。 

事務局  （川波）議案朗読をもって説明 

議 長  事務局の説明は終わりました。次に農業振興課の説明を求めます。 

     農業振興課挙手 

議 長  農業振興課。 

農業振興課（柴山）詳細について説明。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  農業振興課の説明は終わりました。 

本件について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、本件について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、議案第１号は承認とし、市長へ通知いたします。 

８ページをお開きください。次に、議案第２号「農地移動適正化あっせん申し出（売渡） 

について」を議題とし、事務局の説明を求めます。審議番号１番についても続けて説明をお 

願いします。 

事務局挙手 

議 長  事務局。 
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事務局  （岩切）議案朗読をもって説明。審議番号１番について、あっせん委員の選任が必要となり 

ます。よろしくお願いいたします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。それでは審議番号１番について、担当地区委員の１３番中嶋 

委員、２９番水城委員を指名いたします。 

次に審議番号２番について事務局の説明を求めます。 

     事務局挙手 

議 長  事務局。 

事務局  （岩切）審議番号２番について、あっせん委員の選任が必要となります。よろしくお願いい 

     たします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。それでは審議番号２番について、担当地区委員の１４番坂田 

     委員、３３番栁委員を指名いたします。 

次に審議番号３番について事務局の説明を求めます。 

     事務局挙手 

議 長  事務局。 

事務局  （岩切）審議番号３番について、あっせん委員の選任が必要となります。よろしくお願いい 

     たします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。それでは審議番号３番について、担当地区委員の８番吉松 

     委員、１５番永井委員、２４番櫻木委員、３７番上野委員を指名いたします。 

審議番号１番から３番を一括とし、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

なければ、審議番号１番から３番について、賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、議案第２号は可決されました。 

９ページをお開きください。次に、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請につ 

いて」を議題とします。なお、この案件は農業委員会許可処分であります。 

     事務局の説明を求めます。 

事務局挙手 

議 長  事務局。 

事務局  （川波）朗読をもって説明 １０ページまで５件ございます。 

     ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。 

それでは、審議番号１番について、担当委員の説明を求めます。１４番坂田委員。 

１４番挙手 

議 長  １４番坂田委員。 

１４番  （坂田委員）審議番号１番について説明いたします。譲受人・譲渡人・申請土地については、 

議案書記載のとおりです。契約は売買。権利移転の理由は、譲受人は規模拡大、譲渡人は財 

産整理のため。農地法第３条第２項には該当いたしません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  審議番号１番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、審議番号１番について、許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号１番は許可といたします。 
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次の審議番号２番は、私が担当委員になっておりますので、議長を副会長と交代し 

ます。 

     議長交代：会長 → 副会長 

議 長  議長を交代しました。 

次に、審議番号２番について、担当委員の説明を求めます。１９番樋口委員。 

１９番挙手 

議 長  １９番樋口委員。 

１９番  （樋口委員）審議番号２番について説明いたします。譲受人・譲渡人・申請土地については、 

議案書記載のとおりです。契約は贈与。権利移転の理由は、譲受人は相手方の要望、譲渡人 

は高齢のためです。農地法第３条第２項には該当いたしません。 

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

  審議番号２番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、審議番号２番について、許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号２番は許可といたします。 

議長を会長と交代します。 

議長交代：副会長 → 会長 

議 長  議長を交代しました。 

次に、審議番号３番について、担当委員の説明を求めます。８番吉松委員。 

８番挙手 

議 長  ８番吉松委員。 

８番  （吉松委員）審議番号３番について説明いたします。譲受人・譲渡人・申請土地については、 

議案書記載のとおりです。契約は贈与。権利移転の理由は、譲受人は相手方の要望、譲渡人 

は後継者がいないため。農地法第３条第２項には該当いたしません。 

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。 

  審議番号３番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、審議番号３番について、許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号３番は許可といたします。 

     次に、審議番号４番について、担当委員の説明を求めます。８番吉松委員。 

  ８番挙手 

議 長  ８番吉松委員。 

８番  （吉松委員）審議番号４番について説明いたします。譲受人・譲渡人・申請土地については、 

議案書記載のとおりです。契約は売買。権利移転の理由は、譲受人は新規就農、譲渡人３名 

全員が規模縮小。なお、譲受人は「新規就農者」であるため、先日面談を行いまして就農に 

ついて確認をしたところ、何ら問題はないと思われます。農地法第３条第２項には該当いた 

しません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。 

  審議番号４番について、質問や意見はありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 
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議 長  なければ、審議番号４番について、許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号４番は許可といたします。 

次に、審議番号５番について、担当委員の説明を求めます。１６番畑委員。 

１６番挙手 

議 長  １６番畑委員。 

１６番  （畑委員）審議番号５番について説明します。譲受人・譲渡人・申請土地については、議 

案書記載のとおりです。契約は売買。権利移転の理由は、譲受人は相手方の要望、譲渡人は 

高齢のためです。農地法第３条第２項には該当いたしません。 

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  審議番号５番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、審議番号５番について、許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号５番は許可といたします。 

ここで､議事の進行上、暫時休憩といたします。 

 

     １５時５２分まで休憩します。 

     １５時２７分休憩 

１５時５２分再開 

 

議 長  それでは、休憩前に引続き会議を開きます。 

１１ページをお開きください。次に、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請につ 

いて」を議題とし、事務局の説明を求めます。 

事務局挙手 

議 長  事務局。 

事務局  （渡辺）議案朗読をもって説明。１件ございます。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。 

審議番号１番は申請人について農業委員会等に関する法律第３１条第１項に該当し、３８番 

鬼塚推進委員が関係しますので、審議が終わるまで３８番鬼塚推進委員は退室をお願いしま 

す。 

（３８番鬼塚推進委員退室） 

議 長  それでは、審議番号１番について、担当委員の説明を求めます。３番井上委員。 

３番挙手 

議 長  ３番井上委員。 

３番  （井上委員）審議番号１番について説明します。転用者・申請土地については議案書記 

     載のとおりです。転用の目的は、農地改良、一時転用です。転用の理由は耕作不便であるこ 

とから、切土して造成し、針桑の効率的な営農を行うもの。参考事項といたしまして、搬出 

土量１５,６００㎥、最大切土高１６ｍ、施工期間は令和４年８月１日から令和７年７月 

３１日まで、作付け予定作物は針桑です。農地法の運用は、１０ｈａ以上の一団の農地、一 

時転用、農地の区分は第１種農地に該当します。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。 
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  審議番号１番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、審議番号１番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号１番は承認といたします。 

審議が終わりましたので、３８番鬼塚推進委員の入室をお願いします。 

     （３８番鬼塚推進委員入室） 

議 長  １２ページをお開きください。次に、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請につ 

いて」を議題とし、事務局の説明を求めます。 

事務局挙手 

議 長  事務局。 

事務局  （渡辺）議案朗読をもって説明。１３ページまで７件ございます。 

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。 

それでは、審議番号１番について、担当委員の説明を求めます。１番德田委員。 

１番挙手 

議 長  １番德田委員。 

１番  （德田委員）審議番号１番について説明します。譲受人・譲渡人・申請土地については、 

     議案書記載のとおりです。契約は使用貸借。転用の目的は共同住宅の建設、理由は、住環境 

が良く、交通の便も良いため、共同住宅を建設するもの。参考事項といたしまして、第１種 

住居地域、第二種低層住居専用地域、共同住宅１棟９戸１８０.８１㎡。農地法の運用は、 

用途地域が定められている農地。農地の区分は第３種農地に該当します。雨水排水は既設水 

路へ放流。生活排水は下水道接続。なお、水利関係は地元の承諾を得てあります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。 

  審議番号１番について、質問や意見はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、審議番号１番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号１番は承認といたします。 

次に、審議番号２番について、担当委員の説明を求めます。１番德田委員。 

１番挙手 

議 長  １番德田委員。 

１番  （德田委員）審議番号２番について説明します。譲受人・譲渡人・申請土地については、議 

案書記載のとおりです。契約は売買。転用の目的は自己用住宅の建設、理由は、現在借家住 

まいのため、自己用住宅を建設するもの。参考事項といたしまして、第１種住居地域、居宅 

１棟１１４.２７㎡。農地法の運用は用途地域が定められている農地。農地の区分は第３種 

農地に該当します。雨水排水は既設水路へ放流。生活排水は下水道接続。なお、水利関係は 

地元の承諾を得てあります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。 

議 長  審議番号２番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、審議番号２番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号２番は承認といたします。 
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次に、審議番号３番について、担当委員の説明を求めます。１３番中嶋委員。 

１３番挙手 

議 長  １３番中嶋委員。 

１３番  （中嶋委員）審議番号３番について説明します。譲受人・譲渡人・申請土地については、議 

    案書記載のとおりです。契約は使用貸借及び売買。転用の目的は露天資材置場の整備、理由 

は、隣接地で業務を行っているが、資材置場が不足しているため、整備するもの。参考事項 

といたしまして、既存敷地２,３４１㎡。なお、始末書が添付されています。農地法の運用 

は、１０ｈａ以上の一団の農地、敷地拡張。農地の区分は第１種農地に該当します。雨水排 

水は既設水路へ放流。なお、水利関係は地元の承諾を得てあります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。 

議 長  審議番号３番について、質問や意見はありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

なければ、審議番号３番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号３番は承認といたします。 

次に、審議番号４番について、担当委員の説明を求めます。８番吉松委員。 

８番挙手 

議 長  ８番吉松委員。 

８番  （吉松委員）審議番号４番について説明します。譲受人・譲渡人・申請土地については、議 

    案書記載のとおりです。契約は使用貸借。転用の目的は自己用住宅の建設。理由は、県外か 

らの転入にあたり、妻の父の土地を借りて自己用住宅を建設するもの。農地法の運用は、そ 

の他の農地。農地の区分は第２種農地に該当します。雨水排水は既設水路へ放流。生活排水 

は合併浄化槽で処理し既設水路へ放流。なお、水利関係は地元の承諾を得てあります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  審議番号４番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、審議番号４番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号４番は承認といたします。 

次に、審議番号５番について、担当委員の説明を求めます。８番吉松委員 

８番挙手 

議 長  ８番吉松委員。 

８番  （吉松委員）審議番号５番について説明します。譲受人・譲渡人・申請土地については、議 

案書記載のとおりです。契約は売買。転用の目的は露天駐車場の整備、理由は、運送用貨物 

車の駐車場が不足するため、整備するもの。参考事項といたしまして駐車台数１２台、既存 

敷地２５,３３３㎡。農地法の運用は１０ｈａ以上の一団の農地、敷地拡張。農地の区分は 

第１種農地に該当します。雨水排水は地下浸透及び自然流下。なお、水利関係は地元の承諾 

を得てあります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  審議番号５番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議 長  なければ、審議番号５番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号５番は承認といたします。 

次に、審議番号６番について、担当委員の説明を求めます。８番吉松委員。 

８番挙手 

議 長  ８番吉松委員。 

８番  （吉松委員）審議番号６番について説明します。譲受人・譲渡人・申請土地については、議 

案書記載のとおりです。契約は売買。転用の目的は自己用住宅の建設。理由は、現在借家住 

まいのため、自己用住宅を建設するもの。農地法の運用は、１０ｈａ以上の一団の農地、集 

落接続。農地の区分は第１種農地に該当します。雨水排水は既設水路へ放流。生活排水は下 

水道接続。なお、水利関係は地元の承諾を得てあります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  審議番号６番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、審議番号６番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号６番は承認といたします。 

次の審議番号７番は申請人について農業委員会等に関する法律第３１条第１項に該当し、 

３８番鬼塚推進委員が関係しますので、審議が終わるまで３８番鬼塚推進委員は退室をお願 

いします。 

（３８番鬼塚推進委員退室） 

議 長  それでは、審議番号７番について、担当委員の説明を求めます。１８番林委員。 

１８番挙手 

議 長  １８番林委員。 

１８番  （林委員）審議番号７番について説明します。譲受人・譲渡人・申請土地については、議 

案書記載のとおりです。契約は使用貸借。転用の目的は一時転用、進入路・排水路の設置。 

理由は、隣接地を一時転用、農地改良するため、その進入路等を設置するもの。参考事項と 

いたしまして、一時転用期間は令和４年８月１日から令和７年７月３１日までです。農地法 

の運用は、農用地区域内にある農地。農地の区分は農用地区域内農地に該当します。雨水排 

水は地下浸透、自然流下。なお、水利関係は地元の承諾を得てあります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  審議番号７番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議 長  なければ、審議番号７番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、審議番号７番は承認といたします。 

審議が終わりましたので、３８番鬼塚推進委員の入室をお願いします。 

     （３８番鬼塚推進委員入室） 

議 長  １４ページをお開きください。 

次に、議案第６号「農用地利用集積計画（特例事業関係）について」を議題とし、事務局の 

説明を求めます。 
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事務局挙手 

議 長  事務局。 

事務局  （岩切）審議番号１番及び２番については、推進機構からの買入れです。審議番号３番及び 

４番については、推進機構への売渡しです。以上、１番から４番までの各計画につきまして 

は、経営面積や従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の要件を満た 

しているものと考えております。以上で説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。 

それでは、審議番号１番から４番までを一括とし、質問や意見はありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

なければ、審議番号１番から４番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手 

議 長  賛成多数と認め、議案第６号は承認とし市長へ通知いたします。 

１５ページをお開きください。次に、議案第７号「非農地判断について」を議題とし、事務 

局の説明を求めます。 

事務局挙手 

議 長  事務局。 

事務局  （渡辺）議案朗読をもって説明。３件ございます。 

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。 

それでは、審議番号１番について、担当委員の説明を求めます。９番窪山委員。 

     ９番挙手 

議 長  ９番鳥巢委員。 

９番  （窪山委員）審議番号１番について説明いたします。申請人、申請土地については、議案書 

記載のとおりです。農地の状況といたしまして、農用地区域外、第１種農地、平成２８年１

月２１日、農地法第４条届出済です。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  審議番号１番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）。 

なければ、審議番号１番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号１番は承認といたします。 

次に、審議番号２番について、担当委員の説明を求めます。３番井上委員。 

     ３番挙手 

議 長  ３番井上委員。 

３番  （井上委員）審議番号２番について説明いたします。申請人、申請土地については、議案書 

記載のとおりです。農地の状況といたしまして、農用地区域内農地３筆、農用地区域外農地 

１筆、計４筆、第２種農地、平成２９年７月の豪雨災害により被災し農地として使用できな 

い状態であり、治山事業による構造物設置のため非農地判断の申請がなされたものです。農 

用地３筆を非農地とすることについては、農業振興課と協議が成立しています。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  審議番号２番について、質問や意見はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり）。 

なければ、審議番号２番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号２番は承認といたします。 

次に、審議番号３番について、担当委員の説明を求めます。１８番林委員。 

     １８番挙手 

議 長  １８番林委員。 

１８番  （林委員）審議番号３番について説明いたします。申請人、申請土地については、議案書 

記載のとおりです。農地の状況といたしまして農用地区域内農地２筆、平成２９年７月の豪 

雨災害により被災し農地として使用できない状態であり、治山事業による構造物設置のため、 

非農地判断の申請がなされたものです。農用地２筆を非農地とすることについては、農業振 

興課と協議が成立しています。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  審議番号３番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）。 

なければ、審議番号３番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号３番は承認といたします。 

次に、審議番号４番について、担当委員の説明を求めます。４番末石委員。 

     ４番挙手 

議 長  ４番井上委員。 

４番  （末石委員）審議番号４番について説明いたします。申請人、申請土地については、議案書 

記載のとおりです。農地の状況といたしまして、農用地区域内農地１筆、農用地区域外農地 

３筆、計４筆、第１種農地、平成２９年７月の豪雨災害により被災し農地として使用できな 

い状態であり、治山事業による構造物設置のため、非農地判断の申請がなされたものです。 

農用地１筆を非農地とすることについては、農業振興課と協議が成立しています。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  担当委員の説明は終わりました。推進委員より補足説明はありませんか。 

推進委員 （「ありません。」） 

議 長  審議番号４番について、質問や意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）。 

なければ、審議番号４番について、承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、審議番号４番は承認といたします。 

１７ページをお開きください。次に、議案第８号「農業振興地域整備計画のうち農用地利用 

計画の変更に関する意見について」を議題とし、事務局の説明を求めます。 

     事務局挙手 

議 長  事務局 

事務局  （渡辺）議案朗読をもって説明。１８ページまで４件ございます。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長  事務局の説明は終わりました。次に農業振興課の説明を求めます。 

     農業振興課挙手 

議 長  農業振興課 

農業振興課（久保山）詳細について説明。ご審議方よろしくお願いいたします。 
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議 長  農業振興課の説明は終わりました。それでは、議案第８号、除外４件を一括とし、質問や 

意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）。 

議 長  なければ、議案第８号、重要な変更の除外番号１番から４番について承認することに賛成の 

方の挙手を求めます。 

全委員  賛成の挙手。 

議 長  賛成多数と認め、議案第８号は承認とし、市長へ通知いたします。 

 

 

 

以上をもちまして、本日の議案は、すべて終了いたしました。これで審議を終わります。 

 

 

 

    （会議終了時刻 １６：２１） 

 

 

 

 


